
部門

総合補償部門

以外の７部門

用地官以上の役職について１件（別表１） 登録部門を問わず、主任担当者の 登録部門を問わず、７年以上の

実務の経験１件（別表２） 実務の経験（別表２）

平成４年度から平成２３年度まで

公共用地経験者である

附則第２項

平成３・４年補償業務管理士資格取得者

公共用地経験者でない

総合補償部門

補償業務管理士資格取得者で補償業務
管理者認定研修修了者

総合補償士資格取得者で補償業務管理
者認定研修修了者

区分ロ

平成２３年９月２１日付け補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について（平
成２０年１０月１日国土用第４３号）の一部改正

区分ロ

補償業務管理士資格取得者で補償業務管理者認定研修を修了して
いない者

（当協会の証明する登録規程第３条に定

める実務経験の該当要件の確認につい

総合補償士資格取得者で補償業務管理者認定研修を修了していな
い者

てをもって申請）
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